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大樹町起業家等支援要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、大樹町起業家等支援要綱（平成27年大樹町告示第49号。以下「要綱」と

いう。）に定めるもののほか、要綱の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（補助金対象者） 

第２条 補助金の交付を受けることができる者は、事業計画の認定を受けた者（以下「事業

者」という。）とする。 

２ 要綱第４条第１項第１号に規定する事業開始後一定期間内とは概ね６か月とする。 

（補助金の対象経費） 

第３条 要綱第５条に規定する対象経費は、別表１に掲げる経費とする。 

（事業計画書の提出） 

第４条 要綱第７条に規定する事業計画書（別記様式第１号）は、関係書類を添えて、大樹町

商工会を経て町長に提出しなければならない。 

（事業計画審査委員会） 

第５条 町長は、起業家等から提出された事業計画認定の可否にあたり事業計画審査委員会

（以下「審査委員会」という。）を設置し、意見を徴するものとする。 

２ 審査委員会は、副町長、総務課長、企画商工課長及び委員長が必要と認めた者により組織

し、委員長は副町長があたる。 

３ 委員長は、必要に応じ大樹町商工会他の意見を求めることができる。 

４ 審査委員会は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。 

５ 審査委員会の事務は、企画商工課があたる。 

（事業計画等の可否通知） 

第６条 町長は、要綱第８条に規定する認定の可否については、事業計画認定（不認定）書

（別記様式第２号）により事業計画の提出者に通知するものとする。 

（補助金の交付申請） 

第７条 要綱第９条に規定する補助金の交付申請は、補助金交付申請書（別記様式第３号）に

次の関係書類を添えて町長に提出しなければならない。 

(１) 店舗、事務所又は事業所を取得する場合は売買契約書及び登記書類の写し 

(２) 店舗、事務所又は事業所を賃借する場合は賃貸借契約書の写し 

(３) その他町長が必要と認めたもの 

（補助事業の着手時期） 

第８条 補助事業の着手時期は、次条の規定による交付決定のあった日以後でなければならな

い。ただし、町長が補助事業の性格上止むを得ない理由があると認めるときは、この限りで

ない。 

（補助金の交付決定） 



第９条 町長は、前条の補助金の交付申請があったときは、当該事業に係る書類等の審査及び

必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、補助金を交付すべきものと

認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書（別記様式第４号）

により事業者に通知するものとする。 

（計画変更の承認） 

第10条 補助金の交付決定を受けた事業者（以下「補助事業者」という。）は、次の各号に掲

げる場合は、計画変更承認申請書（別記様式第５号）を町長に提出し、その承認を受けなけ

ればならない。 

(１) 補助金交付の対象となった事業計画の内容を著しく変更しようとするとき。 

(２) 要綱第５条各号に掲げる補助対象事業ごとの経費の配分を変更しようとするとき。 

(３) 事業が予定の期間内に完了する見込みがなくなり、期間を延長しようとするとき。 

(４) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。 

（補助金の取下げ） 

第11条 補助金の交付申請をした事業者は、第８条の規定による通知を受けた場合において、

当該通知に係る補助金の交付の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知

を受理した日から14日以内に補助金交付申請取下書（別記様式第６号）を町に提出すること

により、申請の取下げをすることができる。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなか

ったものとみなす。 

（実績報告） 

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき（補助事業の中止の承認を受けたときを含

む。）又は事業終了日を経過したときは、速やかに実績報告書（別記様式第７号）に関係書

類を添えて、町長に報告しなければならない。 

（補助金の額の確定） 

第13条 町長は前条に規定する報告を受けようとする場合、必要に応じて審査委員会の意見を

聞くものとする。 

２ 町長は、前条に規定する報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に

応じて現地調査等を行うものとする。 

３ 町長は、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件

に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に額の確定通

知書（別記様式第８号）により通知するものとする。 

（補助金の交付） 

第14条 前条に規定する通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、

補助金交付請求書（別記様式第９号）を町長に提出しなければならない。 

（概算払） 

第15条 町長が、特に必要があると認めるときは、補助金の交付決定額の範囲内において、補

助金を概算払により交付することができる。ただし、限度は10分の８以内とする。 

２ 前項に規定する概算払を受けようとする者は、概算払申請書兼請求書（別記様式第10号）

に関係書類を添えて町長に提出しなければならない 

３ 町長は、前項の概算払申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査し、概算払

が必要と町長が認めた場合、概算払の額を確定し、概算払交付決定通知書（別記様式第11

号）により通知する。 



（交付決定の取消し） 

第16条 町長は、補助事業者が、補助金を他の用途へ使用し、補助事業に関して補助金の交付

決定の内容又はこれに付した条件その他法令等若しくは町長の指示に違反したときは、補助

金交付決定の全部又は一部を取消すことがある。 

２ 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定した後においても適用があ

るものとする。 

３ 町長は、第１項による取消しをした場合においては速やかに当該補助事業者に通知するも

のとする。 

（補助事業の調査等） 

第17条 町長は、補助事業の適正を期すため必要があるときは、補助事業者に対し報告を求め、

又は職員が現場に立ち入り、帳簿書類、その他の物件を検査させ、若しくは補助事業関係者

に質問させることができるものとする。 

２ 町長は、前項の調査により、要綱及びこの要領に適合しない事実が明らかになった場合に

は、補助事業者に対して、適合させるための措置を執ることを命ずることができるものとす

る。 

（補助金の返還） 

第18条 町長は、補助金の交付決定を取消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部

分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとす

る。 

２ 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超え

る補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。 

３ 町長は、要綱第13条の規定により補助金を取消した場合において、既に交付された補助金

があるときは、期限を定めて別表２により算定した額の補助金の返還を命ずることができる。

ただし、災害、疾病又は貸主側の責による転出など特段の事情がある場合は、この限りでな

い。 

４ 町長は前３項の規定により補助金等の返還を命ずるときは、補助金返還命令書（別記様式

第12号）により、当該補助事業者等へ通知するものとする。 

（違約加算金及び違約延滞金） 

第19条 補助事業者は、前条の規定による補助金の返還を命令されたときは、その命令に係る

補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額（その一部を納付した場

合におけるその後の期間については、既納額を控除した額）につき年14.6パーセントの割合

で計算した違約加算金を町に納付しなければならない。 

２ 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納

期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額（その一部を納付した場合におけ

るその後の期間については、既納額を控除した額）につき年14.6パーセントの割合で計算し

た違約延滞金を町に納付しなければならない。 

３ 補助金が２回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返

還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命

ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順

次さかのぼりそれぞれの受領日において受領したものとする。 

４ 第１項の規定により違約加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納

付した額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付額は、まず当該返還を命



ぜられた補助金の額に充てられたものとする。 

（事業の廃止等） 

第20条 事業者は、事業を休止し又は廃止しようとするときは、町長に申出をし、その承認を

受けなければならない。 

（成果の発表） 

第21条 町長は、大樹町における起業を促進するため、必要に応じて、補助事業者に成果の発

表を行わせることができる。 

（委任） 

第22条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成27年６月11日から施行し、平成27年５月１日から適用する。 

（この要綱の失効） 

２ この告示は、令和７年年３月31日限り、その効力を失う。 

別表１（第３条関係） 

事業区分 内容 

起業家等支援事業 
・事業所店舗等の建設及び改装費、設備・備品購入費、外構工事費、

看板設置費 

空き店舗等取得支

援事業 

・店舗、工場、事業所、事務所等として営業を休止してから概ね１か

月を経過した店舗物件等（土地を含む）の取得購入費 

空き店舗等活用支

援事業 

・店舗、工場、事業所、事務所等として営業を休止してから概ね１か

月を経過した店舗物件等（土地を含む）の賃借料 

別表２（第18条関係） 

区分 経過年数 返還すべき補助金の額 

①５年以内に事業の変更・中止・廃止をし

たとき 

②個人事業主が５年以内に転出したとき 

③法人が５年以内に本社を町外に移転した

とき 

１年未満 交付額の全部 

１年以上～２年未満 交付額の80％ 

２年以上～３年未満 交付額の60％ 

３年以上～４年未満 交付額の40％ 

４年以上～５年未満 交付額の20％ 

偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき 交付額の全部 

上記の区分以外に要綱の規定に違反したとき 交付額の全部 

その他町長が事業の運営、経理について不適当と認めたとき 交付額の全部 



別記様式第１号（第４条関係） 

 



 



 



別記様式第２号（第６条関係） 

 



別記様式第３号（第７条関係） 

 



別記様式第４号（第９条関係） 

 



別記様式第５号（第10条関係） 

 



別記様式第６号（第11条関係） 

 



別記様式第７号（第12条関係） 

 



 

 



 



 

 

 



別記様式第８号（第13条関係） 

 



別記様式第９号（第14条関係） 

 



別記様式第10号（第15条関係） 

 



 
別記様式第11号（第15条関係） 

 



別記様式第12号（第18条関係） 

 


